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東京都
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【基本情報】 面積：約2194㎢、人口：約1404万人（R4.8）

○東京都は、車から人へ力点を移し、コンパクトでスマートなまちづくりの取組を推進

○こうした取組を進める上で、最近の駐車場を取り巻く状況を踏まえ、目指すべき将来像を設定し、今後
の駐車対策の基本的な考え方を取りまとめた、「総合的な駐車対策の在り方」を令和４年３月に策定

○今後、これに基づき、地区特性に応じた効果的な駐車対策を推進

東京都都市整備局のＨＰ：
（https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kiban/kagami/index.htm）



千代田区
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○千代田区では、大丸有地区において、平成16年9月に「大手町・丸の内・有楽町地区の附置義務駐車場整
備の特例に関する地域ルール」を策定し、地域特性を踏まえた駐車場整備を進めている。

《地域ルール制度の概要》
東京都の区市において、一律の数値基準に変えて、地域特性やまちづくりの方向性を踏まえた
ルールによる駐車施設の附置を可能とする仕組み（H14～）

○また、内神田一丁目周辺地区において、令和2年3月に「内神田一丁目周辺地区都市再生駐車施設配置計
画」を策定し、都市再生緊急整備地域内の区域において、計画に基づく附置義務を進めている。

○さらに、令和3年7月に「駐車場の量的・質的な整備」はもとより、まちづくりと連携した「駐車場の適正な運
用」の視点から駐車場施策の方針を定めるべく、駐車場整備を中心に取り扱う「千代田区駐車場整備計画」
から駐車場施設全般を取り使う「千代田区駐車場計画」へ改定した。

（大丸有地域ルール 対象地区）

出典：大手町・丸の内・有楽町地区駐車環境対策協議会HP
<https://www.omy-parking.jp/area_rule.html/>

出典：千代田区HP
<https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/toshi/
kekaku/uchikanda1chome.html>

（内神田一丁目周辺地区
都市再生駐車施設配置計画 計画区域 ）

【基本情報】 面積：約12㎢、人口：約6.7万人（R4.8）

（千代田区駐車場計画の位置づけ）

出典：千代田区HP
<https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/
toshi/kekaku/chushajo.html>

約10ha

約120ha



金沢市
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【基本情報】 面積：約469㎢、人口：約46万人（R4.8）

城下町で道路が狭い金沢市では、

① 駐車場の適正な配置（独自の条例）
② 公共交通利用の促進による自家用車の流入の抑制（駐車場法に基づく附置義務の緩和）
の２つの柱により、 「まちなかの賑わいの確保」と、「スムーズな移動」を両立を図っている。

駐車場の適正な配置 公共交通利用の促進

金沢市における駐車場の適正な配置に関する条例（平成１８年制定） 建築物の駐車施設に関する条例（昭和４０年制定）

不動産事業者との対話 不動産事業者へのインセンティブ

目的

都心軸の円滑な
交通の確保

手段

生活道路沿線における
歩行者の安全の確保

・まちなか駐車場区域における駐車場の新設等について、
市への届出を義務付け
・対象は駐車面積50m2以上の駐車場
・設置基準に適合しない場合、市は指導・助言を行う

・大通り（都心軸）への
駐車場出入口設置の防止
・立体化・集約化等

・狭小な生活道路沿線への
駐車場設置の防止

金沢駅周辺地区

まちなか駐車場区域
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・駐車場の出入りが前面道路の渋滞を
引き起こさないこと
・歩行者の安全性を阻害しないこと
・前面道路の幅員が６ｍ未満の場合、
時間貸し駐車場の設置を控えること ・店舗の連続性が確保されること

・原則として都心軸からの出入りを行わないこと

共通

中心商業・業務地区

・駐車場に出入りする自動車が歩行者の回遊導線を阻害しないこと
・立体化・集約化等により土地が有効に利用されること

金沢駅周辺地区

目的

まちなかへの自動車の
流入を減らす

・公共交通利用の促進に
協力する事業者への
駐車場附置義務の緩和

※「公共交通利用促進への協力」の例
・停留所におけるバス待ち環境の整備
・従業員の自家用車通勤禁止 など



東町線（新中央区役所前）

神戸市
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神戸市では、三宮周辺において、人と公共交通優先の空間である「三宮クロススクエア」をはじめ、歩行者優先の
道路を沿道建築物と一体的に整備し、「人が主役の居心地のよい空間」を創出することにより、ウォーカブルなま
ちづくりを進めている。
三宮クロススクエアにおいては、神戸市都市景観条例により、景観形成道路に指定することで、駐車場出入口の
設置の制限を行い、周辺部に駐車場を配置する計画としている。

【基本情報】 面積：約577㎢、人口：約151万人（R4.8）

現状

「えき≈まち空間」における
駐車場配置イメージ

課題 「えき≈まち空間」周辺には、継続性の担保はないが民間駐車場が充足している。そのような中で、公共駐車場を
整備する必要性の整理が難しい。さらに、計画的に駐車場を集約するための事業スキームやルール等の検討が
必要。
歩行者優先のウォーカブルな道路へと再整備する場合、事前調査のもと荷捌きスペースの確保を行っているが、
荷捌き以外の駐停車に利用されてしまう実情がある。また、様々な関係者がいる中、集約荷捌き場をどのように確
保するのかが課題となっている。

歩行者空間拡幅に伴う
荷捌きスペースの整備例

サンキタ通り
「三宮クロススクエア」
イメージパース



和歌山市
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ウォーカブル推進

都市計画駐車場
けやき地下駐車場

ぶらくり丁
道路空間再編

和歌山まちなか
エリアプラットフォーム

和歌山城

ＪＲ和歌山駅

都市計画駐車場
大新地下駐車場

都市計画駐車場
本町地下駐車場

都市計画駐車場
城北地下駐車場

都市計画駐車場
中央・北駐車場

駐車場配置適正化区域

駐車場法特例制度（立地適正化計画への位置づけ・条例制定）

出典：和歌山市資料

○和歌山市では、令和3年4月に立地適正化計画に駐車場配置適正化区域を位置づけ、路外駐車場の配置の
基準等を定め、まちなかにおける駐車場の適正配置を進めている。

コインパーキング、店舗等に併設された無料駐車場、一般来客用に
使用される駐車場等不特定多数の者の駐車の用に供されている駐
車場で駐車マスの面積が50㎡（約４台）以上

【基本情報】 面積：約208㎢、人口：約35万人（R4.8）



一般社団法人 全日本駐車協会
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出典：駐車場便覧2020（編集『駐車場便覧』編集委員会）より一部修正



公益社団法人 立体駐車場工業会
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出典：駐車場便覧2020（編集『駐車場便覧』編集委員会）より一部修正



一般社団法人 日本自走式駐車場工業会

8出典：駐車場便覧2020（編集『駐車場便覧』編集委員会）より一部修正



一般社団法人 日本パーキングビジネス協会
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出典：駐車場便覧2020（編集『駐車場便覧』編集委員会）より一部修正


